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未適用の会計基準等一覧（2023 年 3 月期用） 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

電子記録移

転有価証券

表示権利等

の発行及び

保有の会計

処理及び開

示に関する

取扱い 

• 電子記録移転有価証券

表示権利等の発行及び

保有の会計処理及び開

示に関する取扱い（実務

対応報告第 43 号） 
• 2022 年 8 月 26 日公表 

 

• 原則適用：2023 年 4 月 1
日以後開始する連結会計年

度及び事業年度の期首から

適用 
 
 

• 範囲 

• 株式会社が電子記録移転有価証券表示権利等を発

行又は保有する場合の会計処理及び開示が対象 

• 電子記録移転有価証券表示権利等とは、「金融商品

取引業等に関する内閣府令」第 1 条第 4 項第 17 号

に規定される権利をいい、金融商品取引法第2 条第2
項に規定される有価証券とみなされるもの（みなし有

価証券）のうち、電子情報処理組織を用いて移転する

ことができる財産的価値に表示される場合に該当する

もの 

• 会計処理 

• 発行および保有の会計処理 は基本的に従来のみなし

有価証券の発行及び保有の会計処理と同様に取り扱

う 

• 表示方法及び注記事項 

• みなし有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等

に該当しない場合に求められる表示方法および注記

事項と同様 

 

  



 

 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

法人税、住民

税及び事業

税等に関す

る会計基準

等 

• 法人税、住民税及び事業

税等に関する会計基準

（改正企業会計基準第

27 号） 
• 包括利益の表示に関す

る会計基準（改正企業会

計基準第 25 号） 
• 税効果会計に係る会計

基準の適用指針（改正企

業会計基準適用指針第

28 号） 
• 2022 年 10 月 28 日公

表  
 

• 原則適用：2024 年 4 月 1
日以後開始する連結会計年

度及び事業年度の期首から

適用 
• 早期適用：2023 年 4 月 1

日以後開始する年度の期首

から適用可能 
 

• 税金費用の計上区分 

• 当事業年度の所得に対する法人税等を、その発生源

泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他

の包括利益に区分して計上 

• グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等の売

却に係る税効果 

• 連結会社間で子会社株式等の売却に伴い生じた売却

損益を税務上繰り延べ、売却した企業の個別財務諸

表において、売却損益に係る一時差異に対して繰延

税金資産又は繰延税金負債が計上されているときは、

連結決算手続上、当該一時差異に係る繰延税金資産

又は繰延税金負債を消去する 
• 購入側の企業による当該子会社株式等の再売却等の

意思決定がなされた時点において、当該消去額を戻し

入れる 
• 子会社に対する投資に係る連結財務諸表固有の一時

差異について、予測可能な将来の期間に子会社株式

の売却（売却損益を繰り延べる場合）を行う意思決定

又は実施計画が存在しても、当該一時差異に係る繰

延税金資産又は繰延税金負債を計上しない 
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